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○建設省通達に準ずる。 
 
 ・本建築をなす期間中の仮営業所（昭和２８年２月１３日住指発１０１号） 
・工事用仮設建築物の解釈（昭和２８年９月１６日住指発１２１７号） 
・「建築基準法第８５条第２項に規定する工事用仮設建築物について」（昭和６１年１２月８日住指発３３号） 
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